
議 第 １ ０ ５ 号  

 

   企 業 振 興 条 例 の 全 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 企 業 振 興 条 例 の 全 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の と お り 制 定 す る も の

と す る 。  

令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） １ ２ 月 ６ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 企 業 振 興 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 企 業 振 興 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 １ 号 ） の 全 部 を 改 正

す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 市 内 に 工 場 等 を 新 設 若 し く は 増 設 し 、 又 は 既 存

の 工 場 等 の 設 備 を 新 設 若 し く は 更 新 す る 者 に 対 し 不 均 一 課 税 、 課

税 免 除 及 び 奨 励 金 の 交 付 を 行 う こ と に よ り 、 本 市 の 産 業 の 振 興 に

寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑴  原 子 力 発 電 施 設 等 立 地 地 域  原 子 力 発 電 施 設 等 立 地 地 域 の 振 興

に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 １ ４ ８ 号 。 以 下 「 原 発 特

措 法 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 地 域 を い

う 。  

 ⑵  過 疎 地 域  過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 置 法

（ 令 和 ３ 年 法 律 第 １ ９ 号 。 以 下 「 過 疎 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 ７ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 法 附 則 第 ５ 条 の 規 定 が 適 用 さ れ る 特 定 市 町

村 の 区 域 を い う 。  
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 （ 原 子 力 発 電 施 設 等 立 地 地 域 に お け る 不 均 一 課 税 ）  

第 ３ 条  原 子 力 発 電 施 設 等 立 地 地 域 内 に お い て 、 原 子 力 発 電 施 設 等 立

地 地 域 の 振 興 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 １ ０ 条 の 地 方 税 の 不 均 一 課 税

に 伴 う 措 置 が 適 用 さ れ る 場 合 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 １ ３ 年 総 務 省

令 第 ５ ４ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 期 間 内 に 、 製 造 の 事

業 、 道 路 貨 物 運 送 業 、 こ ん 包 業 又 は 卸 売 業 の 用 に 供 す る 設 備 （ 一

の 生 産 設 備 （ ガ ス の 製 造 又 は 発 電 に 係 る 設 備 を 含 む 。 ） で あ っ て 、

こ れ を 構 成 す る 減 価 償 却 資 産 （ 所 得 税 法 施 行 令 （ 昭 和 ４ ０ 年 政 令

第 ９ ６ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 又 は 法 人 税 法 施 行 令 （ 昭

和 ４ ０ 年 政 令 第 ９ ７ 号 ） 第 １ ３ 条 第 １ 号 か ら 第 ７ 号 ま で に 掲 げ る

も の に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） の 取 得 価 額 の 合 計 額 が ２ ， ７ ０ ０ 万 円

を 超 え 、 か つ 、 道 路 貨 物 運 送 業 、 こ ん 包 業 又 は 卸 売 業 の 用 に 供 す

る も の に あ っ て は 、 こ れ ら を そ れ ぞ れ そ の 事 業 の 用 に 供 し た こ と

に 伴 っ て 増 加 す る 雇 用 者 （ 日 々 雇 い 入 れ ら れ る 者 を 除 く 。 ） の 数

が １ ５ 人 を 超 え る も の に 限 る も の と し 、 原 発 特 措 法 第 ２ 条 に 規 定

す る 原 子 力 発 電 施 設 等 に 係 る も の を 除 く 。 ） を 構 成 す る 減 価 償 却

資 産 の う ち に 次 項 に 規 定 す る 対 象 設 備 を 含 む も の を 新 設 し 、 又 は

増 設 し た 者 に つ い て 、 当 該 対 象 設 備 で あ る 家 屋 及 び 償 却 資 産 並 び

に 当 該 家 屋 の 敷 地 で あ る 土 地 （ そ の 取 得 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

１ 年 以 内 に 当 該 土 地 を 敷 地 と す る 当 該 家 屋 の 建 設 の 着 手 が あ っ た

場 合 に お け る 当 該 土 地 に 限 る 。 ） に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 税

率 は 、 当 該 設 備 を 新 設 し 、 又 は 増 設 し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 （ 当

該 日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 日 の 属 す る 年 ） の ４

月 １ 日 の 属 す る 年 度 か ら ３ 年 度 分 に つ い て 、 新 潟 県 柏 崎 市 税 条 例

（ 昭 和 ３ ５ 年 条 例 第 １ ０ 号 。 以 下 「 市 税 条 例 」 と い う 。 ） 第 ５ ０

条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 年 度 の 区 分 に 応 じ 当 該

各 号 に 定 め る も の と す る 。  

 ⑴  第 １ 年 度  ０  

 ⑵  第 ２ 年 度  １ ０ ０ 分 の ０ ． ３ ５  

 ⑶  第 ３ 年 度  １ ０ ０ 分 の ０ ． ３ ５  

２  対 象 設 備 は 、 機 械 及 び 装 置 並 び に 工 場 用 の 建 物 及 び そ の 附 属 設 備

並 び に 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 業 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 建 物
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及 び そ の 附 属 設 備 と す る 。  

 ⑴  道 路 貨 物 運 送 業  車 庫 用 、 作 業 場 用 又 は 倉 庫 用 の 建 物  

 ⑵  こ ん 包 業 及 び 卸 売 業  作 業 場 用 又 は 倉 庫 用 の 建 物  

（ 過 疎 地 域 に お け る 課 税 免 除 ）  

第 ４ 条  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 、 過 疎

地 域 の う ち 過 疎 法 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 町 村 計 画 に 記 載 さ れ

た 同 条 第 ４ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 産 業 振 興 促 進 区 域 内 に お い て 、 製

造 業 、 農 林 水 産 物 等 販 売 業 、 旅 館 業 及 び 情 報 サ ー ビ ス 業 等 の 用 に

供 す る 設 備 （ 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ ２

条 第 ３ 項 の 表 の 第 １ 号 の 中 欄 又 は 第 ４ ５ 条 第 ２ 項 の 表 の 第 １ 号 の

中 欄 に 掲 げ る 事 業 の 用 に 供 す る 設 備 で 同 法 第 １ ２ 条 第 ３ 項 の 表 の

第 １ 号 の 下 欄 又 は 第 ４ ５ 条 第 ２ 項 の 表 の 第 １ 号 の 下 欄 の 規 定 の 適

用 を 受 け る も の を い う 。 ） で あ っ て 、 取 得 価 額 の 合 計 額 が 次 の 各

号 に 掲 げ る 事 業 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 以 上 の

も の の 取 得 等 （ 過 疎 法 第 ２ ３ 条 に 規 定 す る 取 得 等 （ 租 税 特 別 措 置

法 施 行 令 （ 昭 和 ３ ２ 年 政 令 第 ４ ３ 号 ） 第 ２ ８ 条 の ９ 第 １ ０ 項 に 規

定 す る 資 本 金 の 額 等 （ 第 １ 号 に お い て 「 資 本 金 の 額 等 」 と い う 。 ）

が ５ ， ０ ０ ０ 万 円 超 で あ る 法 人 が 行 う も の に あ っ て は 新 設 又 は 増

設 に 限 る 。 ） を い う 。 ） を し た 者 に つ い て 、 当 該 設 備 で あ る 家 屋

及 び 償 却 資 産 並 び に 当 該 家 屋 の 敷 地 で あ る 土 地 （ 令 和 ３ 年 ４ 月 １

日 以 後 に お い て 取 得 し た も の に 限 り 、 か つ 、 土 地 に つ い て は 、 そ

の 取 得 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 以 内 に 当 該 土 地 を 敷 地 と す る

当 該 家 屋 の 建 設 の 着 手 が あ っ た 場 合 に お け る 当 該 土 地 に 限 る 。 ）

に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 は 、 当 該 設 備 の 取 得 等 の 日 の 属 す る 年

の 翌 年 （ 当 該 日 が １ 月 １ 日 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 日 の 属 す

る 年 ） の ４ 月 １ 日 の 属 す る 年 度 か ら ３ 年 度 分 に つ い て 、 課 税 を 免

除 す る こ と が で き る 。  

 ⑴  製 造 業 又 は 旅 館 業 （ 下 宿 営 業 を 除 く 。 ）  ５ ０ ０ 万 円 （ 資 本 金

の 額 等 が ５ ， ０ ０ ０ 万 円 超 １ 億 円 以 下 で あ る 法 人 が 行 う も の に あ

っ て は １ ， ０ ０ ０ 万 円 と し 、 資 本 金 の 額 等 が １ 億 円 超 で あ る 法 人

が 行 う も の に あ っ て は ２ ， ０ ０ ０ 万 円 と す る 。 ）   

 ⑵  農 林 水 産 物 等 販 売 業 （ 過 疎 法 第 ２ ３ 条 に 規 定 す る も の を い う 。 ）
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又 は 情 報 サ ー ビ ス 業 等  ５ ０ ０ 万 円  

 （ 不 均 一 課 税 又 は 課 税 免 除 の 申 請 ）  

第 ５ 条  こ の 条 例 の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 の 不 均 一 課 税 又 は 課 税 免 除

を 受 け よ う と す る 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 不 均 一

課 税 又 は 課 税 免 除 の 適 用 を 受 け よ う と す る 各 年 度 の 初 日 の 属 す る

年 の ２ 月 １ ５ 日 ま で に 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 奨 励 金 の 交 付 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 製 造 の 事 業 の 用 に 供 す る 設 備 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５

年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ３ ４ １ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 償 却 資 産 の う ち

機 械 及 び 装 置 を い い 、 賃 借 す る も の を 含 む 。 ） を 新 設 又 は 更 新 す

る も の で あ っ て 、 そ の 取 得 価 額 （ 賃 借 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該

設 備 の リ ー ス 料 に か か わ ら ず 、 物 件 代 金 （ 購 入 選 択 権 付 き リ ー ス

の 場 合 は 、 残 存 価 額 を 除 く 。 ） と す る 。 ） の 合 計 額 が 一 の 年 に お

い て １ ， ０ ０ ０ 万 円 を 超 え る も の の 取 得 を し た 者 （ 第 ３ 条 又 は 第

４ 条 の 規 定 に 該 当 す る も の は 除 く 。 ） に つ い て 、 当 該 設 備 の 取 得

の 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の ４ 月 １ 日 の 属 す る 年 度 に 、 当 該 設 備 の 取

得 価 額 に ２ パ ー セ ン ト を 乗 じ て 得 た 額 の 範 囲 内 で 奨 励 金 を 交 付 す

る 。  

２  市 長 は 、 次 に 掲 げ る 工 場 誘 導 地 区 等 に 製 造 の 事 業 の 用 に 供 す る 設

備 （ 地 方 税 法 第 ３ ４ １ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 固 定 資 産 の う ち 機 械 及

び 装 置 並 び に 建 物 及 び そ の 附 属 設 備 並 び に そ の 敷 地 で あ る 土 地 を

い う 。 ） の 取 得 （ 当 該 設 備 で あ る 土 地 を 新 た に 取 得 又 は 賃 借 し 、

新 設 又 は 移 設 し た 場 合 に 限 る 。 ） を し た 者 に つ い て 、 第 ３ 条 の 規

定 の 適 用 を 受 け 、 当 該 設 備 を 事 業 の 用 に 供 す る こ と が で き る こ と

と な っ た 日 の 属 す る 年 の 翌 々 年 の ４ 月 １ 日 を 初 日 と す る 年 度 以 降

２ 年 度 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 課 す る 固 定 資 産 税 額 の 範 囲 内

で 奨 励 金 を 交 付 す る 。  

⑴  都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 第 １

号 に 規 定 す る 工 業 地 域  

⑵  工 場 立 地 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 ２ ４ 号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 工

場 立 地 調 査 簿 に 記 載 さ れ て い る 工 場 適 地  

⑶  農 村 地 域 へ の 産 業 の 導 入 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ６ 年
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法 律 第 １ １ ２ 号 ） 第 ５ 条 に 規 定 す る 産 業 導 入 地 区  

⑷  そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 土 地  

３  市 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る こ と が 見 込

ま れ る も の と し て 指 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 特 認 奨 励 企 業 」 と い

う 。 ） で 、 か つ 、 そ の 指 定 を 受 け た 日 の 翌 日 （ 以 下 「 基 準 日 」 と

い う 。 ） か ら 起 算 し て ５ 年 以 内 に 設 備 （ 地 方 税 法 第 ３ ４ １ 条 第 １

号 に 規 定 す る 固 定 資 産 の う ち 機 械 及 び 装 置 並 び に 建 物 及 び そ の 附

属 設 備 並 び に そ の 敷 地 で あ る 土 地 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同

じ 。 ） を 取 得 し た も の に つ い て 、 第 ３ 条 又 は 第 ４ 条 の 規 定 の 適 用

を 受 け 、 当 該 設 備 を 事 業 の 用 に 供 す る こ と が で き る こ と と な っ た

日 の 属 す る 年 の 翌 年 の ４ 月 １ 日 を 初 日 と す る 年 度 以 降 ３ 年 度 、 本

市 が 課 す る 固 定 資 産 税 額 の 範 囲 内 で 奨 励 金 を 交 付 す る 。  

⑴  市 内 に 新 た に 土 地 を 取 得 又 は 賃 借 す る 者 が 当 該 土 地 に お い て

基 準 日 か ら 起 算 し て ５ 年 以 内 に 設 備 を 取 得 し 、 か つ 、 当 該 設 備

の 取 得 に 係 る 固 定 資 産 （ 地 方 税 法 第 ３ ４ １ 条 第 １ 号 に 規 定 す る

固 定 資 産 を い う 。 ） の 取 得 価 額 の 合 計 額 が ２ ０ 億 円 以 上 と な る

こ と 。  

⑵  基 準 日 か ら 起 算 し て ５ 年 以 内 に 、 市 内 に 住 所 を 有 す る ５ ０ 人

以 上 を 新 規 常 用 雇 用 者 と し て 採 用 す る こ と 。  

４  前 項 の 規 定 に よ る 特 認 奨 励 企 業 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

５  第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の い ず れ の 規 定 に も 該 当 す る 場 合 は 、 第 ２ 項 の

規 定 を 先 に 適 用 す る も の と す る 。  

 （ 奨 励 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  前 条 の 規 定 に よ る 奨 励 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 規 則

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 奨 励 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 年 度

の ５ 月 ３ １ 日 ま で に 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 承 継 ）  

第 ８ 条  相 続 、 譲 渡 、 合 併 そ の 他 の 事 由 に よ り 、 固 定 資 産 税 の 不 均 一

課 税 若 し く は 課 税 免 除 又 は 奨 励 金 の 交 付 を 受 け る 者 に 変 更 が あ っ

た と き は 、 承 継 者 が こ の 条 例 に 規 定 す る 権 利 義 務 を 承 継 す る 。  

２  前 項 の 承 継 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 に 届 け 出 な け
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れ ば な ら な い 。  

 （ 不 均 一 課 税 又 は 課 税 免 除 の 取 消 し 等 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 固 定 資 産 税 の 不 均 一 課 税 又 は 課 税 免 除 を 受 け た 者 が

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 該 不 均 一 課 税 又 は 課 税

免 除 を 取 り 消 し 、 市 税 条 例 第 ５ ０ 条 に 規 定 す る 税 率 に よ り 算 定 し

た 固 定 資 産 税 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 命 ず る こ と が で き る 。  

 ⑴  虚 偽 の 申 請 そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 固 定 資 産 税 の 不 均 一 課 税 又

は 課 税 免 除 を 受 け た と き 。  

 ⑵  固 定 資 産 税 の 不 均 一 課 税 又 は 課 税 免 除 の 対 象 と な る 設 備 を 事 業

の 目 的 に 使 用 せ ず 、 又 は 他 の 用 途 に 使 用 し た と き 。  

 ⑶  事 業 を 廃 止 し 、 若 し く は 休 止 し た と き 、 又 は そ の 状 況 に あ る と

認 め る と き 。  

 （ 奨 励 金 の 返 還 ）   

第 １ ０ 条  市 長 は 、 奨 励 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 前 条 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と き は 、 当 該 奨 励 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る こ と

が で き る 。  

（ 報 告 調 査 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 固 定 資 産 税 の 不 均 一 課 税 若 し く は 課 税 免 除 又 は 奨

励 金 の 交 付 を 受 け た 者 に 対 し 必 要 な 事 項 の 報 告 を 求 め 、 調 査 を 行

う こ と が で き る 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ２ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 振

興 条 例 第 ４ 条 の 規 定 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 行 っ た 改 正 前 の 新 潟 県 柏 崎 市 企 業 振 興 条

例 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 １ 号 ） 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 固 定 資 産 税 の 不

均 一 課 税 及 び 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 奨 励 金 の 交 付 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  
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３  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 前 に 旧 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 （ 平 成 １ ２

年 法 律 第 １ ５ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 定 め る 過 疎 地 域 で あ っ た 区 域 内

で 同 法 第 ３ １ 条 に 規 定 す る 事 業 の 用 に 供 す る 設 備 を 新 設 し 、 又 は

増 設 し た 者 に 係 る 固 定 資 産 税 の 課 税 の 免 除 に つ い て は 、 新 潟 県 柏

崎 市 企 業 振 興 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ３ 年 条 例 第 ３ ０ 号 ）

附 則 第 ２ 項 の 規 定 は 、 な お 効 力 を 有 す る 。  
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